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余暇時間の政策的変更と教育選択に関する一考察

論　説

余暇時間の政策的変更と教育選択に関する一考察

村　田　　　慶

Ⅰ．はじめに

本稿では，余暇時間の政策的変更が公的・私的教育の選択に及ぼす影響について，世代間重複

モデルによる一考察を行うことを目的とする．世代間重複モデルによる公的・私的教育と人的資

本蓄積に関する先行研究では，公的教育の下では政府による所得比例課税，私的教育の下では親

からの所得移転を財源としている点が共通している．両教育の人的資本関数の捉え方について，

先行研究では，二種類のアプローチが存在する．一つは，例えば，Glomm and Ravikumar (1992)，

Gradstein and Justman (1997)，およびSaint Paul and Verdier (1993) で見られるように，両教育に

ついて，あくまで比較検討のみに留め，両教育の人的資本関数について，教育選択問題の発生余

地のない形式で議論するというものである．Benabou (1996)，Eckstein and Zilcha (1994)，およ

びKaganovich and Zilcha (1999) でも，両教育間の相互補完性についての議論はなされているもの

の，基本的には，上記の先行研究と同様の分析手法がとられている．もう一つは，Cardak  (2004a) 

で見られるように，両教育の人的資本関数を選択可能な形式で捉えるというものである．Cardak 

(2004a) では，両教育の選択は親世代による効用比較に基づいて決定付けられるという設定が特徴

として挙げられる．しかしながら，Cardak (2004a) では，公的教育の人的資本関数は凹関数とな

り，安定的な定常状態均衡を持つのに対し，私的教育の人的資本関数は線形であり，安定的な定

常状態均衡を持たず，私的教育の下では人的資本水準が無限に向上していくという設定になって

いる．村田 (2013, 2015, 2016a) では，このCardak (2004a) モデルの問題点について，Glomm and 

Ravikumar (1992) に倣い，生涯効用の決定要素として余暇時間，人的資本蓄積の決定要素として

学習時間を新たに導入することによって，公的教育と同様，私的教育の人的資本関数も凹関数と

なり，安定的な定常状態均衡を持つような設定がなされており，現実的な拡張・修正を行ってい

る．しかしながら，Cardak (2004a) では，２期間の世代間重複モデルにおいて，各個人の生涯効

用は，第２期における消費水準と次世代への教育支出のみによって決定付けられるのに対し，村

田 (2013, 2015, 2016a) では，生涯効用の決定要素として，第１期における余暇時間が新たに導入

されている１ことから，Cardak (2004a) と同様，公的・私的教育の選択を効用比較に基づいて決
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定付ける場合，第１期の段階において，余暇時間によって教育選択が縛られてしまうように思わ

れる．それに対し，村田 (2018) では，村田 (2013, 2015, 2016a) のモデル構造について，経済学的

な解釈を与えることによって，上述の矛盾は解決することを示した．

本稿では，村田 (2018) について，さらなる詳細な検討を行う．村田 (2018) では，余暇時間が

パラメータであれば，第１期における親世代の余暇時間は第２期における子ども世代の余暇時間

として読み替えることができることから，両世代は余暇時間について「一蓮托生」の関係にある

という解釈を与えることによって，モデル構造上の問題は起こらないことを示した．しかしなが

ら，村田 (2018) では，上記の解釈について，政策分析まで踏み込んでいない．また，余暇時間の

政策的変更について，村田 (2013) では，公的教育の下での余暇時間の減少による効果について考

察されているものの，経済学的な解釈は明示されていない．本稿では，村田 (2013) において考察

されている，公的教育の下での余暇時間の減少が教育選択に及ぼす影響について，村田 (2018) に

おいて検討した経済学的な解釈を踏まえてのさらなる詳細な検討を行う．

本稿の構成として，まずⅡ節において，モデル設定を概観する．次に，Ⅲ節において，効用比

較に基づく公的・私的教育の選択と両教育の下での定常状態均衡における人的資本水準を導出す

る．その上で，Ⅳ節において，第１期における余暇時間を組み込んだ効用比較に基づく教育選択

問題の経済学的な解釈を行う．それを踏まえ，Ⅴ節において，政策分析として，公的教育の下で

の余暇時間の減少が教育選択に及ぼす影響について検討する．

Ⅱ．モデル設定

各個人の経済活動は２期間にわたって行われるとする．本稿では，２期について，t 期とt ＋1

期を基準とし，各期に生まれた個人をそれぞれ，t 世代，t ＋1世代の個人と呼ぶこととする．ま

た，各世代の子供は第２期に誕生するとする．さらに，各世代の人口規模は一定であり，１で基

準化されるとする．

Ⅱ．１　人的資本形成

各世代の個人は，第２期において自身の人的資本を形成するものとする．すなわち，t世代の個

人は，t＋1期において人的資本を形成する．Glomm and Ravikumar (1992) および村田 (2013, 2015, 

2016a, b, 2018) に倣い，人的資本形成は学習時間，親世代の人的資本水準，および教育支出によっ

て決定付けられるとする．すなわち，t 世代の個人i のt ＋1期における人的資本水準は，⑴のよう

１ ただし，Glomm and Ravikumar (1992) および村田 (2016b) では，余暇時間を変数で導入しているのに対し，村
田 (2013, 2015, 2016a) ではパラメータで導入している点が異なる．



― ―3

余暇時間の政策的変更と教育選択に関する一考察

に決定付けられる．

 ⑴　

⑴において，iは個人のタイプ，hi,t ＋1はt 世代の個人i がt ＋1期において獲得する人的資本水準，

n は各期における余暇時間，qi,tはt世代の個人iがt期においてt －1世代から受け取る教育支出，hi,t

はt －1世代の個人iがt期において獲得する人的資本水準である．Glomm and Ravikumar (1992) お

よび村田 (2013, 2015, 2016a, b, 2018) に倣い，本稿モデルでは，全時間を１とおき，学習時間は

余暇時間を全時間から差し引いた残りとして決定付けられるものとする．すなわち，1－n は各世

代の第１期における学習時間を意味する．村田 (2013, 2015, 2016a, b, 2018) と同様，nとqは各個

人の次世代に対する公的・私的教育の選択によって区別されるものとし，それぞれ，⑵と⑶のよ

うに表される．

 ⑵　

 ⑶　

⑵において，nu とnr はそれぞれ，各期において政府および（私立学校を含む）私的教育機関が

決定付ける余暇時間，⑶において，Et はt 期において公的教育を受けるt 世代の個人一人当たりに

政府が配分する教育支出，ei,t は私的教育を受けるt世代の個人iがt期においてt －1世代から受け

取る教育支出である．Cardak (2004a) に倣い，公的教育を受ける場合，個人のタイプに関係なく，

教育支出は均等に配分されるため，iを表記しないものとする．Glomm and Ravikumar (1992)，

Cardak (2004a)，および村田 (2013, 2015, 2016a, b, 2018)に倣い，Et は⑷のように定義されるもの

とする．

 ⑷　

⑷において，τは所得税率 (パラメータ)，Ht はt 期における一国全体の効率的労働力，Pt はt 期

において公的教育を受ける人口割合，ft(hi,t)は個人i がt 期においてhi,t の人的資本水準を獲得する

確率である．本稿では，τは政府によって決定付けられるものとする．

( ) ( ) ( )δγβ
tititi hqnh ,,1, 1−=+ ( ) 1 ,1,0,, =++∈ δγβδγβ；
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Ⅱ．２　効用最大化

各世代の個人は第２期において労働を行うとする．すなわち，t世代の個人が労働収入を得るの

は，t ＋1期である．また，遺産贈与は考慮しないものとする．したがって，労働収入がそのまま

所得となる．さらに，Glomm and Ravikumar (1992)，Cardak (2004a)，および村田 (2013, 2015, 

2016a, b, 2018) と同様，本稿では，生産者の利潤最大化問題を考慮しないため，賃金率に関する

議論が存在せず，t世代の個人iのt ＋1期における所得水準yi,t ＋1は獲得する人的資本水準と一致す

るものとする．

 ⑸　

t 世代の個人i のt ＋1期における消費水準ci,t ＋1は，⑹のように決定付けられる．

 ⑹　

公的教育を選択するt 世代の個人i のt ＋1期における消費c u
t ＋1は，⑺のように導出される．

 ⑺　

また，公的教育の人的資本関数h(nu,Et,hi ,t)は⑻のように求められる．

 ⑻　

⑻において，　　　　であるので，公的教育の下では，hi,t ＋1はhi,t についての凹関数となる．

本稿において，生涯効用は，２期間全体において得られる効用水準を意味し，Glomm and 

Ravikumar (1992) および村田 (2013, 2015, 2016a, b, 2018) と同様，それは，第１期における余暇

時間，第２期における消費水準２および次世代への教育支出によって決定付けられるとする．す
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２ 本稿では，Glomm and Ravikumar (1992) およびCardak (2004a) と同様，生涯効用の決定要素として，第１期に
おける消費水準を考慮していない．村田 (2013, 2015, 2016a, b, 2018) で述べられているが，これは，第１期におけ
る教育支出の中に生活に必要な消費も含まれていると解釈できる．
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なわち，公的教育を選択するt世代の個人iの２期間全体における効用水準をV u とおくと，それは

⑼のように表される．

 ⑼　

⑼において，α1，α2，1－α1－α2はそれぞれ，第１期における余暇時間，第２期における消費

水準および次世代への教育支出に対する選好パラメータである．

一方，私的教育を選択する個人は，生涯効用を最大化するように行動するものとする．私的教

育を選択するt 世代の個人i の２期間全体における効用水準をV rとおくと，効用最大化問題は，次

のように表される．

 

一階条件である　　　　　　　と　　　　　　　より，私的教育を選択するt 世代の個人i のt

＋1期における最適消費と最適教育支出はそれぞれ，⑽と⑾のように導出される３．

 ⑽　

 ⑾　

ところで，⑸と⑾を読み替えると，t －1世代の個人i のt 期における所得水準と最適教育支出は

それぞれ，⑿と⒀のように求められる．
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３ ⑽と⑾の導出過程については，付録を参照せよ．村田 (2013, 2016b) においても同様のものが示されている．た
だし，村田 (2013) では，生涯効用をU ，公的・私的教育を表す変数の右上に添え字をそれぞれ，PU ，PR として
おり，表記が異なる．また，村田 (2016b) では，余暇時間を内生変数としている．これらの点に注意されたい．
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 ⒀　

⑿と⒀を⑴に代入すると，私的教育の人的資本関数h(nr,ei ,t ,hi ,t)は，⒁のように求められる．

 ⒁　

⒁において，　　　　　　であるので，村田 (2013, 2015, 2016a, b, 2018) と同様，私的教育の

下でも，hi,t ＋1はhi,t についての凹関数となる．

Ⅲ．教育選択

Cardak (2004a, b) および村田 (2013, 2015, 2016a, b, 2018) に倣い，各個人による次世代に対す

る公的・私的教育の選択は，両教育の下での効用比較に基づいて決定付けられるとする．すなわ

ち，教育選択における人的資本水準の基準値は⒂のように，V u ＝V r を満たす値となる．

 ⒂　

⒂において，Et ＋1はt ＋1期において公的教育を受けるt ＋1世代の個人一人当たりに政府が配分

する教育支出である．⒂を満たすhi,t ＋1とEt ＋1の値をそれぞれ，h＊
t ＋1，E＊

t ＋1とおくと，⒃のような

関係式が得られる．

 ⒃　

t 世代の個人i はt ＋1期において，人的資本水準がh＊
t ＋1以下のとき，t ＋1世代に公的教育を選択

させ，h＊
t ＋1を上回るとき，私的教育を選択させるとする．ところで，本稿では，t 期を基準とする

ので，⒃をt 期に読み替える．t 期において，V u ＝V r を満たす人的資本水準と公的教育の下での

教育支出をそれぞれ，h＊
t ，E＊

t とおくと，⒄のような関係式となる．
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 ⒄　

これは，t －1世代の個人についての関係式であり，⒃と同様，人的資本水準がh＊
t 以下のとき，

t 世代に公的教育を選択させ，h＊
t を上回るとき，私的教育を選択させる．⑻と⒁より，公的・私的

教育それぞれの人的資本関数について，定常状態均衡における人的資本水準をそれぞれ，h u
t ，h r

s

とおくと，⒅と⒆のように導出される．

 ⒅　

 ⒆　

⒅と⒆について，公的・私的教育の人的資本関数はともに凹関数であるので，h u
t とh r

s はともに

安定的な定常状態均衡である．ここで，Cardak (2004a) および村田 (2013, 2015, 2016a, b, 2018) と

同様，Pt は⒇のように決定付けられるものとする．

 ⒇　

村田 (2013, 2015, 2016a, 2018) と同様，⒅と⒆について，h u
t ＜h r

s を仮定する．これは，次世代

に公的教育を選択させる個人は，所得税を差し引かれるものの，教育支出によるリターンがある

のに対し，次世代に私的教育を選択させる個人は，所得税を差し引かれてもリターンがなく，さ

らに教育支出も自身で行わなければならず，その上，定常状態均衡における人的資本水準につい

て，公的教育を受けている個人が上回るのであれば，私的教育の存在意義がなくなるためである4．

すなわち，⒅における　　　　　 は，㉑の条件を満たすように決定付けられる．
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４ 本稿とは異なるモデル設定ではあるが，Cardak (2004b) においても，公的・私的教育の人的資本関数がともに
凹関数となっており，定常状態均衡における人的資本水準の大小関係について，本稿と同様の仮定をおいている．
ただし，公的教育の下での人的資本水準の定常状態均衡値が私的教育の下でのそれと同じ，あるいは上回るケー
スも理論上は起こり得る．公的・私的教育それぞれの下での人的資本水準の定常状態均衡値の大小関係について
は，村田 (2016b) において詳細な検討を行っている．
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 ㉑　

すなわち，本稿モデルでは，公的教育支出について上限が存在する5．また，t期において，両

教育の下で獲得できる人的資本水準が等しい，すなわち，h(nu,Et,hi ,t)＝h(nr,ei ,t ,hi ,t)を満たす人的

資本水準をh t
＊＊とおくと，それは㉒のように求められる．

 ㉒　

㉒より，両教育の人的資本関数については，交点が存在する．村田 (2013, 2015, 2016a, 2018) と

同様，⒅，⒆，および㉒は，図１のような関係にある．
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図１：両教育の人的資本関数

5 公的教育の下での人的資本水準の定常状態均衡値が私的教育の下でのそれと同じである場合，各個人の負担に
関係なく，所得税率が１つの値で決まってしまい，また，公的教育の下での人的資本水準の定常状態均衡値が私
的教育の下でのそれを上回る場合，所得税率に上限がなくなってしまう．これらの内容は，村田 (2016b) におい
て示されている．
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⒇より，h＊
t の値が高く (低く) なるほど，公的教育を受ける人口割合が増加 (減少) し，⑷より，

それは公的教育を受ける個人一人当たりが受け取る教育支出の減少 (増加) につながり，公的教育

を受ける個人の人的資本水準が低い (高い) 値から出発することになる．

Ⅳ．余暇時間を組み込んだ教育選択の経済学的な解釈

Ⅱ節およびⅢ節を踏まえ，本節では，余暇時間を組み込んだ教育選択問題の経済学的な解釈に

ついて検討する．本稿モデルでは，生涯効用は第１期における余暇時間，第２期における消費水

準および次世代への教育支出によって決定付けられる． この設定では，第２期における消費水準

および次世代への教育支出による影響を議論する前に，第１期の段階で余暇時間によって教育選

択が縛られてしまうように思われるが，以下で説明される経済学的な解釈を与えれば，この矛盾

は解決する．

上述の問題を検討するにあたり，個人の行動と時間の流れを図で捉えてみよう6．t世代の個人i

が次世代であるt ＋1世代に公的教育を選択させる場合，それは図２のように捉えられる．

６ 本稿モデルで取り上げる問題もそうであるが，異なる世代間のつながりを扱う場合，数式のみでは動きを捉え
にくい場合があるため，世代間重複モデルでは，図２および図３のような図がしばしば活用される．

期

世代t

世代1+t

( ) ti ch 1,1 + ti 1, +=−τ

( ) ( ) ( )δγβ
1,11 ++− tit

u hEn

政 府

所得税

( ) ti ch 2,1 + ti 2, +=−τ

( ) ( ) ( )δγβ
tit

u hEn ,1−

t 期 期1+t 2+t

図２：個人の行動と時間の流れ (公的教育)

一方，t世代の個人iが次世代であるt ＋1世代に私的教育を選択させる場合，個人の行動と時間

の流れは図３のように捉えられる．



― ―10

経済研究23巻３号

図２および図３において，c i,t ＋2はt ＋1世代の個人i のt ＋2期における消費水準，hi,t ＋2はt ＋1

世代の個人i がt ＋2期において獲得する人的資本水準，ei,t ＋2は私的教育を選択するt ＋1世代の個

人i のt ＋2期におけるt ＋2世代への教育支出である．

図２および図３を見ると，教育選択が同じであれば，第１期における親世代の余暇時間と第２

期における子ども世代の余暇時間は共通のパラメータであることが分かる．すなわち，両教育に

おいて，第１期における親世代の余暇時間を第２期における子ども世代の余暇時間に変更すれば，

Cardak (2004a) と同様，生涯効用は第２期における要素のみによって決定付けられることとなり，

モデル構造上の問題は起こらない．

以上を踏まえると，第１期における親世代の余暇時間が同時に，第２期における子ども世代の

余暇時間にも読み替えることができるような解釈を与えればよいわけである．これは，余暇時間

について，両世代は「一蓮托生」の関係になるというものである．すなわち，本稿モデルでは，

親世代は自身の第１期における余暇時間は同時に，第２期における子ども世代の余暇時間にもな

ることを認識した上で，子ども世代の教育選択を行うという解釈になる．

Ⅴ．公的教育時間の増加政策と教育選択

Ⅳ節における経済学的な解釈を踏まえた上で，本節では，村田 (2013) において考察されてい

る，公的教育の下での余暇時間の減少による「公的教育時間の増加政策」が親世代による子ども

世代の教育選択に及ぼす影響について詳細に検討する．

⒄，⒅および⒇より，nu の減少は，h＊
t を確実に下落させ，Pt を減少させるため，h u

t を確実に向

期
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図３：モデルの全体像 (私的教育)
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上させる．一方，私的教育については，⒆より，nu の変化はh r
s には影響を及ぼさない．本稿では，

公的教育時間の増加政策の実施後，h u
t およびh(nu,Et,hi ,t)はそれぞれ，h u

t
' およびh' (nu,Et,hi ,t)にシフ

トするものとし，それは，図４のように描かれる．

O tih ,

( )tit
u hEnh ,,,

**h  uh  

( )titi
r henh ,, ,,

rh  ** ′
th  uh ′  

( )tit
u hEnh ,,,′

1, +tih  

t st t

45°

図４：公的教育時間の増加政策

村田 (2013) でも述べられているように，図４で示されている動きは，政策前に公的教育を選択

していた個人の一部が私的教育に移り，公的教育を選択する人口割合が減少するため，一人当た

りが受け取る公的教育支出が増えることによるものである．本節では，公的教育の下での余暇時

間の減少による公的教育時間の増加政策が教育選択に及ぼす影響について，Ⅳ節において検討し

た経済学的な解釈を踏まえて，以下のように，より詳細な検討を行う．

Ⅴ．１　第１期において公的教育を受けている親世代の教育選択

このケースでは，親世代は第１期において余暇時間が減少するため，生涯効用が低下するが，

子ども世代にも公的教育を選択させる場合，これは同時に，第２期における子ども世代の余暇時

間を減少させ，子ども世代の生涯効用も低下させることになる．Ⅳ節において検討した経済学的

な解釈を踏まえると，一部の親は自身の効用を下げるようなことを子どもにさせたくないと考え，

教育選択を変更し，子どもに私的教育を選択させることになる．したがって，公的教育を受ける

人口割合が減少し，私的教育を受ける人口割合が増加する．

しかしながら，親世代の全員が子ども世代に私的教育を選択させるわけではない．確かに，親

世代の第１期における余暇時間の減少は，自身と子ども世代の両方の生涯効用を低下させるもの
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の，第２期における所得の増加，ひいては自身の消費および次世代への公的教育支出の増加に結

び付き，それらの点においては生涯効用を高める効果がある．すなわち，余暇時間の減少による

生涯効用の低下分を自身の消費水準および次世代への教育支出の増加によって補うことができれ

ば，生涯効用は低下せず，そのような親世代は教育選択を変更しない．

Ⅴ．２　第１期において私的教育を受けている親世代の教育選択

このケースでは，子ども世代に公的教育を選択させた場合，子ども世代の第２期における余暇

時間を減少させ，生涯効用を低下させることになる．Ⅳ節において検討した経済学的な解釈を踏

まえると，親世代はもし自身が私的教育ではなく公的教育を受けていた場合，公的教育の下での

余暇時間の減少は生涯効用を低下させることから，自身の効用を下げるようなことを子どもにさ

せたくないと考えるため，教育選択を変更しない．

しかしながら，以下で説明するように，親世代が公的教育を受けているケースとは状況が異な

る．親世代が公的教育を受けている場合，第１期における余暇時間の減少による生涯効用の低下

と同時に，第２期における自身の消費水準および次世代への公的教育支出の増加による生涯効用

の上昇についても検討しなければならない．しかしながら，Ⅳ節で示したように，本稿モデルで

は，余暇時間の減少による影響については，次世代と「一蓮托生」であることから存在するのに

対し，第２期における消費水準および公的教育支出の増加による影響については，私的教育を受

けているため存在しない．したがって，子ども世代に公的教育を選択させることは，生涯効用を

低下させるだけであるため，子ども世代に公的教育を選択させない．

Ⅵ．結語

本稿では，村田 (2018) における余暇時間を組み込んだ効用比較に基づく教育選択問題におい

て，そこで検討した経済学的な解釈を踏まえ，村田 (2013) において考察されている，公的教育の

下での余暇時間の減少による公的教育時間の増加政策についても検討することによって，さらな

る詳細な検討を行った．

本稿における主要な帰結は，以下の通りである．

A　公的教育の下での余暇時間の減少による公的教育時間の増加政策後，親世代が第１期におい

て公的教育を受けている場合，余暇時間の減少による生涯効用の低下が子ども世代にももた

らされるため，自身の消費水準および次世代への教育支出の増加によって，それを補うこと

ができないならば，教育選択を変更し，子ども世代に私的教育を選択させる．しかしながら，

余暇時間の減少による生涯効用の低下分を，自身の消費水準および次世代への教育支出の増
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加によって補うことができるならば，教育選択を変更しない．

B　公的教育の下での余暇時間の減少による公的教育時間の増加政策後，親世代が第１期におい

て私的教育を受けている場合，もし自身が私的教育ではなく公的教育を受けていた場合の生

涯効用の低下を子ども世代にもたらしたくないため，教育選択を変更しない．さらに，公的

教育の下では，第２期における消費水準および公的教育支出の増加によって生涯効用が高ま

るのに対し，私的教育を受けている場合，その効果が存在しないことから，生涯効用を低下

させる効果しかないため，子ども世代に公的教育を選択させない．

本稿の分析について，今後の展望を述べる．本稿における余暇時間の政策的変更による教育選

択への影響に関する帰結は，余暇時間について，親世代と子ども世代が「一蓮托生」の関係にな

るようなモデル設定の下で得られたものであるが，余暇時間について，世代間における因果関係

が何ら存在しないようなモデル設定も考えられるであろう．この点については，稿を改めて論じ

たい．
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Ⅱ．２　効用最大化

各世代の個人は第２期において労働を行うとする．すなわち，t世代の個人が労働収入を得るの

は，t ＋1期である．また，遺産贈与は考慮しないものとする．したがって，労働収入がそのまま

所得となる．さらに，Glomm and Ravikumar (1992)，Cardak (2004a)，および村田 (2013, 2015, 

2016a, b, 2018) と同様，本稿では，生産者の利潤最大化問題を考慮しないため，賃金率に関する

議論が存在せず，t世代の個人iのt ＋1期における所得水準yi,t ＋1は獲得する人的資本水準と一致す

るものとする．

 ⑸　

t 世代の個人i のt ＋1期における消費水準ci,t ＋1は，⑹のように決定付けられる．

 ⑹　

公的教育を選択するt 世代の個人i のt ＋1期における消費c u
t ＋1は，⑺のように導出される．

 ⑺　

また，公的教育の人的資本関数h(nu,Et,hi ,t)は⑻のように求められる．

 ⑻　

⑻において，　　　　であるので，公的教育の下では，hi,t ＋1はhi,t についての凹関数となる．

本稿において，生涯効用は，２期間全体において得られる効用水準を意味し，Glomm and 

Ravikumar (1992) および村田 (2013, 2015, 2016a, b, 2018) と同様，それは，第１期における余暇

時間，第２期における消費水準２および次世代への教育支出によって決定付けられるとする．す

1,1, ++ = titi hy
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２ 本稿では，Glomm and Ravikumar (1992) およびCardak (2004a) と同様，生涯効用の決定要素として，第１期に
おける消費水準を考慮していない．村田 (2013, 2015, 2016a, b, 2018) で述べられているが，これは，第１期におけ
る教育支出の中に生活に必要な消費も含まれていると解釈できる．
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なわち，公的教育を選択するt世代の個人iの２期間全体における効用水準をV u とおくと，それは

⑼のように表される．

 ⑼　

⑼において，α1，α2，1－α1－α2はそれぞれ，第１期における余暇時間，第２期における消費

水準および次世代への教育支出に対する選好パラメータである．

一方，私的教育を選択する個人は，生涯効用を最大化するように行動するものとする．私的教

育を選択するt 世代の個人i の２期間全体における効用水準をV rとおくと，効用最大化問題は，次

のように表される．

 

一階条件である　　　　　　　と　　　　　　　より，私的教育を選択するt 世代の個人i のt

＋1期における最適消費と最適教育支出はそれぞれ，⑽と⑾のように導出される３．

 ⑽　

 ⑾　

ところで，⑸と⑾を読み替えると，t －1世代の個人i のt 期における所得水準と最適教育支出は

それぞれ，⑿と⒀のように求められる．

 ⑿　
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３ ⑽と⑾の導出過程については，付録を参照せよ．村田 (2013, 2016b) においても同様のものが示されている．た
だし，村田 (2013) では，生涯効用をU ，公的・私的教育を表す変数の右上に添え字をそれぞれ，PU ，PR として
おり，表記が異なる．また，村田 (2016b) では，余暇時間を内生変数としている．これらの点に注意されたい．
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 ⒀　

⑿と⒀を⑴に代入すると，私的教育の人的資本関数h(nr,ei ,t ,hi ,t)は，⒁のように求められる．

 ⒁　

⒁において，　　　　　　であるので，村田 (2013, 2015, 2016a, b, 2018) と同様，私的教育の

下でも，hi,t ＋1はhi,t についての凹関数となる．

Ⅲ．教育選択

Cardak (2004a, b) および村田 (2013, 2015, 2016a, b, 2018) に倣い，各個人による次世代に対す

る公的・私的教育の選択は，両教育の下での効用比較に基づいて決定付けられるとする．すなわ

ち，教育選択における人的資本水準の基準値は⒂のように，V u ＝V r を満たす値となる．

 ⒂　

⒂において，Et ＋1はt ＋1期において公的教育を受けるt ＋1世代の個人一人当たりに政府が配分

する教育支出である．⒂を満たすhi,t ＋1とEt ＋1の値をそれぞれ，h＊
t ＋1，E＊

t ＋1とおくと，⒃のような

関係式が得られる．

 ⒃　

t 世代の個人i はt ＋1期において，人的資本水準がh＊
t ＋1以下のとき，t ＋1世代に公的教育を選択

させ，h＊
t ＋1を上回るとき，私的教育を選択させるとする．ところで，本稿では，t 期を基準とする

ので，⒃をt 期に読み替える．t 期において，V u ＝V r を満たす人的資本水準と公的教育の下での

教育支出をそれぞれ，h＊
t ，E＊

t とおくと，⒄のような関係式となる．
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 ⒄　

これは，t －1世代の個人についての関係式であり，⒃と同様，人的資本水準がh＊
t 以下のとき，

t 世代に公的教育を選択させ，h＊
t を上回るとき，私的教育を選択させる．⑻と⒁より，公的・私的

教育それぞれの人的資本関数について，定常状態均衡における人的資本水準をそれぞれ，h u
t ，h r

s

とおくと，⒅と⒆のように導出される．

 ⒅　

 ⒆　

⒅と⒆について，公的・私的教育の人的資本関数はともに凹関数であるので，h u
t とh r

s はともに

安定的な定常状態均衡である．ここで，Cardak (2004a) および村田 (2013, 2015, 2016a, b, 2018) と

同様，Pt は⒇のように決定付けられるものとする．

 ⒇　

村田 (2013, 2015, 2016a, 2018) と同様，⒅と⒆について，h u
t ＜h r

s を仮定する．これは，次世代

に公的教育を選択させる個人は，所得税を差し引かれるものの，教育支出によるリターンがある

のに対し，次世代に私的教育を選択させる個人は，所得税を差し引かれてもリターンがなく，さ

らに教育支出も自身で行わなければならず，その上，定常状態均衡における人的資本水準につい

て，公的教育を受けている個人が上回るのであれば，私的教育の存在意義がなくなるためである4．

すなわち，⒅における　　　　　 は，㉑の条件を満たすように決定付けられる．
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４ 本稿とは異なるモデル設定ではあるが，Cardak (2004b) においても，公的・私的教育の人的資本関数がともに
凹関数となっており，定常状態均衡における人的資本水準の大小関係について，本稿と同様の仮定をおいている．
ただし，公的教育の下での人的資本水準の定常状態均衡値が私的教育の下でのそれと同じ，あるいは上回るケー
スも理論上は起こり得る．公的・私的教育それぞれの下での人的資本水準の定常状態均衡値の大小関係について
は，村田 (2016b) において詳細な検討を行っている．
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 ㉑　

すなわち，本稿モデルでは，公的教育支出について上限が存在する5．また，t期において，両

教育の下で獲得できる人的資本水準が等しい，すなわち，h(nu,Et,hi ,t)＝h(nr,ei ,t ,hi ,t)を満たす人的

資本水準をh t
＊＊とおくと，それは㉒のように求められる．

 ㉒　

㉒より，両教育の人的資本関数については，交点が存在する．村田 (2013, 2015, 2016a, 2018) と

同様，⒅，⒆，および㉒は，図１のような関係にある．
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図１：両教育の人的資本関数

5 公的教育の下での人的資本水準の定常状態均衡値が私的教育の下でのそれと同じである場合，各個人の負担に
関係なく，所得税率が１つの値で決まってしまい，また，公的教育の下での人的資本水準の定常状態均衡値が私
的教育の下でのそれを上回る場合，所得税率に上限がなくなってしまう．これらの内容は，村田 (2016b) におい
て示されている．
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⒇より，h＊
t の値が高く (低く) なるほど，公的教育を受ける人口割合が増加 (減少) し，⑷より，

それは公的教育を受ける個人一人当たりが受け取る教育支出の減少 (増加) につながり，公的教育

を受ける個人の人的資本水準が低い (高い) 値から出発することになる．

Ⅳ．余暇時間を組み込んだ教育選択の経済学的な解釈

Ⅱ節およびⅢ節を踏まえ，本節では，余暇時間を組み込んだ教育選択問題の経済学的な解釈に

ついて検討する．本稿モデルでは，生涯効用は第１期における余暇時間，第２期における消費水

準および次世代への教育支出によって決定付けられる． この設定では，第２期における消費水準

および次世代への教育支出による影響を議論する前に，第１期の段階で余暇時間によって教育選

択が縛られてしまうように思われるが，以下で説明される経済学的な解釈を与えれば，この矛盾

は解決する．

上述の問題を検討するにあたり，個人の行動と時間の流れを図で捉えてみよう6．t世代の個人i

が次世代であるt ＋1世代に公的教育を選択させる場合，それは図２のように捉えられる．

６ 本稿モデルで取り上げる問題もそうであるが，異なる世代間のつながりを扱う場合，数式のみでは動きを捉え
にくい場合があるため，世代間重複モデルでは，図２および図３のような図がしばしば活用される．

期

世代t

世代1+t

( ) ti ch 1,1 + ti 1, +=−τ

( ) ( ) ( )δγβ
1,11 ++− tit

u hEn

政 府

所得税

( ) ti ch 2,1 + ti 2, +=−τ

( ) ( ) ( )δγβ
tit

u hEn ,1−

t 期 期1+t 2+t

図２：個人の行動と時間の流れ (公的教育)

一方，t世代の個人iが次世代であるt ＋1世代に私的教育を選択させる場合，個人の行動と時間

の流れは図３のように捉えられる．
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図２および図３において，c i,t ＋2はt ＋1世代の個人i のt ＋2期における消費水準，hi,t ＋2はt ＋1

世代の個人i がt ＋2期において獲得する人的資本水準，ei,t ＋2は私的教育を選択するt ＋1世代の個

人i のt ＋2期におけるt ＋2世代への教育支出である．

図２および図３を見ると，教育選択が同じであれば，第１期における親世代の余暇時間と第２

期における子ども世代の余暇時間は共通のパラメータであることが分かる．すなわち，両教育に

おいて，第１期における親世代の余暇時間を第２期における子ども世代の余暇時間に変更すれば，

Cardak (2004a) と同様，生涯効用は第２期における要素のみによって決定付けられることとなり，

モデル構造上の問題は起こらない．

以上を踏まえると，第１期における親世代の余暇時間が同時に，第２期における子ども世代の

余暇時間にも読み替えることができるような解釈を与えればよいわけである．これは，余暇時間

について，両世代は「一蓮托生」の関係になるというものである．すなわち，本稿モデルでは，

親世代は自身の第１期における余暇時間は同時に，第２期における子ども世代の余暇時間にもな

ることを認識した上で，子ども世代の教育選択を行うという解釈になる．

Ⅴ．公的教育時間の増加政策と教育選択

Ⅳ節における経済学的な解釈を踏まえた上で，本節では，村田 (2013) において考察されてい

る，公的教育の下での余暇時間の減少による「公的教育時間の増加政策」が親世代による子ども

世代の教育選択に及ぼす影響について詳細に検討する．

⒄，⒅および⒇より，nu の減少は，h＊
t を確実に下落させ，Pt を減少させるため，h u

t を確実に向
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図３：モデルの全体像 (私的教育)
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上させる．一方，私的教育については，⒆より，nu の変化はh r
s には影響を及ぼさない．本稿では，

公的教育時間の増加政策の実施後，h u
t およびh(nu,Et,hi ,t)はそれぞれ，h u

t
' およびh' (nu,Et,hi ,t)にシフ

トするものとし，それは，図４のように描かれる．

O tih ,
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( )titi
r henh ,, ,,

rh  ** ′
th  uh ′  

( )tit
u hEnh ,,,′

1, +tih  

t st t

45°

図４：公的教育時間の増加政策

村田 (2013) でも述べられているように，図４で示されている動きは，政策前に公的教育を選択

していた個人の一部が私的教育に移り，公的教育を選択する人口割合が減少するため，一人当た

りが受け取る公的教育支出が増えることによるものである．本節では，公的教育の下での余暇時

間の減少による公的教育時間の増加政策が教育選択に及ぼす影響について，Ⅳ節において検討し

た経済学的な解釈を踏まえて，以下のように，より詳細な検討を行う．

Ⅴ．１　第１期において公的教育を受けている親世代の教育選択

このケースでは，親世代は第１期において余暇時間が減少するため，生涯効用が低下するが，

子ども世代にも公的教育を選択させる場合，これは同時に，第２期における子ども世代の余暇時

間を減少させ，子ども世代の生涯効用も低下させることになる．Ⅳ節において検討した経済学的

な解釈を踏まえると，一部の親は自身の効用を下げるようなことを子どもにさせたくないと考え，

教育選択を変更し，子どもに私的教育を選択させることになる．したがって，公的教育を受ける

人口割合が減少し，私的教育を受ける人口割合が増加する．

しかしながら，親世代の全員が子ども世代に私的教育を選択させるわけではない．確かに，親

世代の第１期における余暇時間の減少は，自身と子ども世代の両方の生涯効用を低下させるもの
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加によって補うことができるならば，教育選択を変更しない．

B　公的教育の下での余暇時間の減少による公的教育時間の増加政策後，親世代が第１期におい

て私的教育を受けている場合，もし自身が私的教育ではなく公的教育を受けていた場合の生

涯効用の低下を子ども世代にもたらしたくないため，教育選択を変更しない．さらに，公的

教育の下では，第２期における消費水準および公的教育支出の増加によって生涯効用が高ま

るのに対し，私的教育を受けている場合，その効果が存在しないことから，生涯効用を低下

させる効果しかないため，子ども世代に公的教育を選択させない．

本稿の分析について，今後の展望を述べる．本稿における余暇時間の政策的変更による教育選

択への影響に関する帰結は，余暇時間について，親世代と子ども世代が「一蓮托生」の関係にな

るようなモデル設定の下で得られたものであるが，余暇時間について，世代間における因果関係

が何ら存在しないようなモデル設定も考えられるであろう．この点については，稿を改めて論じ

たい．

付録

制約条件式を効用関数V r におけるci,t ＋1に代入すると，次のようになる
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